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仕様書 

 

１ 契約番号 

 物品第０４８号 

 

２ 契約名 

 本院消火器購入 

 

３ 物品及び数量 

NO. 物品 数量 単位 

1 蓄圧式粉末消火器１０型 ２５７ 本 

２ 蓄圧式粉末消火器５０型 ６ 本 

   ※設置場所など詳細については別紙「消火器一覧表」による 

 

４ 納入及び設置場所 

宮城県大崎市古川穂波三丁目８番１号    大崎市民病院本院 

 

５ 納入期限  

令和５年１２月２８日 

 ※既存消火器設置期限：２０２３年（令和５年） 

 

６ 納入条件 

（１） 本契約は，上記３に示す物品（消火器）を納入場所へ納入し，既存消火器との交

換及び交換した消火器の引き取り，処分まで行うものである。 

（２） 消火器の交換作業費用を全て含めること。 

（３） 消火器の運搬作業費を全て含めること。 

（４） 交換した消火器の引き取り，処分費用を全て含めること。なお，既存消火器には

全て(株)消火器リサイクル推進センター発行の「消火器リサイクルシール」が貼り

付けられているものとする。 

（５） 物品の設置（交換）に際し，関係機関への届出が必要な物品においては，発注者



へ報告し，届出に必要な項目を報告すること。 

（６） 物品の納入は発注者と協議し，指定場所に納入すること。 

（７） 調達物品に契約不適合があった場合は，発注者との協議により対応すること。 

（８） 仕様書に記載のない事項については，適宜，発注者との協議に応じること。 

 

７ 暴力団等の排除について 

（１） この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成２５年６月１

日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは，契

約を解除することがある。 

（２） 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ，

若しくは受託させてはならない。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者

が，排除規則の措置要件に該当すると認められるときは，当該下請契約等の解除を

求めることがある。 

（３） この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」とい

う。）から不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上

必要な協力を行うとともに，発注者へ報告すること。また，この契約の下請負若し

くは受託をさせた者が，暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，同様の

措置を行うよう指導すること。 

なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，適切に警察への通報，捜査協力

及び発注者への報告が行われた場合で，これにより，履行遅延等が発生すると認め

られるときは，必要に応じて，工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。 



































物品第048号　本院消火器購入

件名 数量 単位 単価（円） 価格（円） 消費税
区　分

蓄圧式粉末消火器１０型 257 本 課税

蓄圧式粉末消火器５０型 6 本 課税

10.0%適用税率

参考明細書

摘要

消費税額

計（税込）

計（税抜）


